
後期高齢者医療制度とは
○７５歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収（今まで扶養家族で保険料が無

料の人からも）

○年金月額15,000円以上の人からは、保険料を年金から天引き。

○保険料を払えない人からは保険証を取りあげ。

○保険で受けられる医療に制限がもうけられる。などとんでもない制度です。

愛知県の保険料は、年間平均９万３,２０４円（月額７,７６７円）と決まりま

した。市民からは、「安心してくらせる老後を送りたい。今のままでは心配ばか

り」「後期高齢者医療制度はまさに年寄りは、早よ死ねと言うことだ！」と悲痛

な声が寄せられています。高齢者が安心して暮らし、医療を受けられるよう私た

ちは、署名運動をすすめています。

無収入の人からも年額12,000円

年金額168万円の人はなんと5倍に！

年金収入額
現在の

国保料

来年から

の保険料
負担増

０～

１５３万円
０円 12,000円

12,000円

(皆増）

１６８万円 4,700円 23,100円
18,400円

（4.9１倍）

２０３万円 56,740円 69,200円
12,460円

（1.21倍）
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名古屋市の国民健康保険料には、７５歳以上の高齢者を対象とした保険料減免制

度があります。加入している高齢者１４万人のうち、６割が減免の対象になってお

り、高齢者に大変喜ばれていました。

私たちは後期高齢者医療制度に移行しても「現行の減免制度に変わる新たな福祉

制度をつくってください」と名古屋市に要求しています 。
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